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１【提出理由】

令和４年３月30日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和４年３月30日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

（1）配当財産の種類

金銭

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金15円（普通配当10円、創立100周年記念配当５円）

配当総額 133,773,780円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日（支払開始日）

令和４年３月31日

 

第２号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条但書に規定する改正規定が令和

４年９月１日に施行されるのに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の変

更を実施する。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、長井渡、久保徹、水森吉紀、戸口雄吾、

戸川崇光、坂下清信、髙島志郎の７氏を選任する。

 

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員として谷口誠良氏を選任する。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 62,525 651 － （注）１ 可決　98.97

第２号議案 62,574 602 － （注）２ 可決　99.05

第３号議案      

長井　渡 55,043 8,133 － （注）３ 可決　87.13

久保　徹 62,012 1,164 － （注）３ 可決　98.16

水森　吉紀 61,970 1,206 － （注）３ 可決　98.09

戸口　雄吾 57,304 5,872 － （注）３ 可決　90.70

戸川　崇光 61,944 1,232 － （注）３ 可決　98.05

坂下　清信 57,124 6,052 － （注）３ 可決　90.42

髙島　志郎 56,622 6,554 － （注）３ 可決　89.62

第４号議案      

谷口　誠良 62,262 914 － （注）３ 可決　98.55

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。
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３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。

 

以　上
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